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●道内経済の動き�

●平成20年度北海道経済の見通し�

●拡大するサービサーの業務�
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最近の道内景気は、弱めの動きとなっている。

需要面をみると、公共投資は、国および地方自治体の財政面での制約から減少している。

個人消費は、食品やガソリンなど生活必需品の値上がりにより家計防衛意識が強まっている

ことから弱めの動きとなっている。設備投資は、大手製造業の能力増強投資を中心に堅調に

推移している。住宅投資は、月毎にばらつきはあるものの、需要の弱さから減少傾向にあ

る。

生産活動は概ね横ばいである。また、雇用情勢は有効求人倍率が低下するなどやや弱い動

きとなっている。企業倒産は、件数は増加したが、小規模倒産が多く負債総額は減少した。
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①個人消費～弱い動き

７月の大型小売店販売額（既存店ベース、

前年比▲２．９％）は、百貨店、スーパーとも

に前年を下回った。

百貨店（前年比▲２．２％）は、飲食料品や

身の回り品などが減少し、１３ヶ月連続で前年

を下回った。スーパー（同▲３．３％）は、飲

食料品は増加したが衣料品や身の回り品など

が大きく減少し、１３ヶ月連続で前年を下回っ

た。

コンビニエンスストア（同＋６．６％）は、

３ヶ月連続で前年を上回った。

②住宅投資～低調に推移

７月の新設住宅着工戸数は、３，６８８戸（前

年比▲５．０％）と２ヶ月連続で前年を下回っ

た。利用関係別では、貸家（同＋１４．１％）は

前年を上回ったが、持家（同▲４．９％）、分譲

（同▲６３．２％）が前年を下回った。

４～７月の着工戸数累計では、１５，７２２戸

（前年同期比▲２０．９％）となり、前年を大き

く下回った。持ち家（同▲１０．４％）、貸家

（同▲１４．９％）、分譲（同▲５５．５％）全てが前

年を下回った。

道内経済の動き

― １ ―
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③鉱工業生産～生産は横ばい

７月の鉱工業指数は、前年に比べ生産で

は、電気機械工業などが低下したものの、ビ

ールの消費が好調だった食料品工業や輸送機

械工業などが上昇した。

前月比では＋２．１％と３ヶ月連続で増加

し、前年比では＋５．２％と４ヶ月連続で増加

した。

④公共投資～低調に推移

７月の公共工事請負金額は、１，１５２億円

（前年比▲６．２％）と２ヶ月振りに前年を下回

った。

発注者別では、国（前年比＋５．２％）は増

加したが、市町村（同▲３．７％）、道（同▲

２３．４％）が減少した。

４～７月までの累計では請負金額４，２４６億

円（前年同期比▲６．６％）と減少基調が続い

ている。

⑤雇用情勢～やや弱い動き

７月の有効求人倍率（パートを含む常用）

は０．４４倍となり、前月比では横ばい、前年比

では０．０６ポイントの低下となった。

また、新規求人数は、前年比▲８．２％と５

ヶ月連続で前年を下回った。業種別では医療

・福祉（前年比＋２．４％）などは増加した

が、サービス業（同▲２０．７％）や卸売・小売

業（同▲８．７％）などが前年を下回った。

道内経済の動き

― ２ ―
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⑥来道客数～前年を下回る

７月の来道客数は、１，１７２千人（前年比

▲４．３％）とサミット開催に伴う警備に関す

る警戒感もあり２ヶ月連続で前年を下回っ

た。

４～７月の累計来道客数は、４，１３０千人

（前年同期比▲２．３％）と前年を下回ってい

る。

⑦貿易動向～輸出・輸入ともに増加

７月の道内貿易額は、輸出が前年比４５．０％

増の４４１億円、輸入が同５６．４％増の１，５１８億円

となった。

輸出は、鉄鋼や一般機械などが増加し、９

ヶ月連続で前年を上回った。

輸入は、価格高騰が続く原油・粗油や石炭

などが増加し、１１ヶ月連続で前年を上回っ

た。

⑧倒産動向～件数は増加、負債総額は減少

８月の企業倒産は、件数は５８件（前年比

＋１６．０％）と前年を上回ったものの、負債総

額は１９３億円（同▲２４．３％）と前年を下回っ

た。

業種別では、公共工事削減や原材料価格の

上昇の影響を受けている建設業が２１件と最も

多く、続いて、サービス業・他（１０件）、小

売業（９件）となった。

道内経済の動き

― ３ ―
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２０年度の北海道経済は、原油価格の高

騰を起因とする原材料価格や穀物価格の

上昇が企業収益の圧迫や個人消費を抑制

し、厳しさを増すものとみられる。

需要項目別にみると、設備投資は、大

型投資が押し上げ増加が見込まれる。住

宅投資は、１９年度の大幅な落ち込みから

持ち直すものとみられるが、低水準にと

どまろう。公共投資は、国と地方自治体

の財政面の厳しさから減少しよう。個人

消費は、生活必需品の値上がりなどから

消費者の家計防衛意識が高まり、総じて

弱い動きとなろう。

この結果、実質成長率は０．２％（１９年

度０．７％）、名目成長率は０．５％（同

０．２％）となろう。

平成２０年度北海道経済の見通し
＜改訂＞
要 約

― ４ ―
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１．概況

（１）国内経済の動向

現状の国内経済をみると、米国の景気後退

による輸出の鈍化や原油価格の高騰による原

材料価格の上昇などから企業収益が落ち込

み、個人消費も弱めの動きに転じるなど減速

感を強めている。今後も米国など世界経済の

動向に左右されようが、資源価格の高止まり

もあり、年度内は調整局面が続くものとみら

れる。

（２）北海道経済の動向

２０年度の北海道経済を展望すると、北海道

洞爺湖サミットが開催されたことや食品・自

動車関連での大型工場の本格操業開始など明

るい材料は散見されたものの、原油価格や穀

物価格の高騰が企業と家計に及ぼす影響は大

きく、厳しさが強まるものとみられる。

需要面をみると、個人消費は、所得環境に

厳しさが残るほか、ガソリン・灯油や食料品

など生活必需品の価格上昇が家計防衛意識を

高めることから、弱含みで推移しよう。住宅

投資は低水準ながら持ち直し、設備投資は増

加が見込まれるが、公共投資は減少傾向が続

こう。生産面では、製造業やサービス業など

で底堅く推移するものとみられるが、総じて

みればわずかな伸びにとどまろう。

（３）物価動向

国際商品市況は、昨春以降、原油や穀物な

どの価格が一段と高騰したことを背景に上昇

基調を辿った。米国経済の減速もあって、こ

のところ総じて下落に転じているものの依然

として高値圏にある。このような国際商品市

況の動きが製品価格に反映されるまでにはあ

る程度の時間を要すため、諸物価はしばらく

上昇傾向が続くものとみられる。

諸物価の内訳をみると、企業物価では、建

材や鉄鋼、石油関連財などの価格は、経済発

展が著しい中国をはじめとする新興国の旺盛

な需要から高水準推移が見込まれ、上昇基調

となろう。企業向けサービス価格は、燃料費

の高騰による運賃価格の上昇など販売価格へ

の転嫁が徐々に顕在化しよう。消費者物価は

工業製品などの生産性向上、販売競争の激化

など抑制要因もあるが、石油製品をはじめ世

界的な穀物価格の高騰などを背景とした食料

品の値上がりなどから、総じてみれば上昇が

見込まれる。

（４）道内経済成長率

以上のような経済状況を勘案すると、２０年

度道内経済成長率は実質成長率０．２％、名目

成長率０．５％となろう。諸物価の上昇もあっ

て名目成長率は１９年度を上回るものとみられ

るが、実質成長率は３年連続の低下となり、

道内経済は厳しさが強まるものとみられる。

２．道内総生産（支出側）の動向

（１）民間最終消費支出

道内企業は原材料価格上昇の影響を受け、

収益面の厳しさを増しており、人件費を中心

に固定費を削減する動きが強まっている。個

人消費の動向を左右する雇用・所得環境をみ

ると、雇用面は改善のテンポが鈍り、所得面

も厳しさを増すものとみられる。

雇用情勢は、昨年度までは団塊世代の退職

を意識した若年層の雇用に積極的な企業も目

立ち、また介護・福祉関連、サービス業など

で新規求人数の増加傾向が持続し、緩やかな

がら改善傾向がみられた。しかし、このよう

な状況も企業収益が圧迫される中で一服感が

平成２０年度北海道経済の見通し

― ５ ―
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みられ、有効求人倍率や失業率などの雇用指

標は足踏み状態が続くものとみられる。

一方、所得情勢は厳しさが続き、賃上げの

見送りや企業業績が反映され易い賞与などの

抑制傾向が強まるものとみられる。

このほかにも、後期高齢者医療問題、年金

問題などの将来不安、また、食品や灯油・ガ

ソリンなど生活必需品の価格上昇なども家計

を圧迫しており、消費マインドを一層慎重な

ものにしよう。

この結果、個人消費は前年度を下回り、民

間最終消費支出は実質成長率△０．４％、名目

成長率０．５％となろう。

（２）総固定資本形成

（ａ）住宅投資

１９年度の住宅着工戸数は、建築基準法の改

正により大幅に減少した。２０年度はその影響

が徐々に剥落し、反動増が見込まれる。ただ

し住宅投資を取り巻く環境は厳しく、新築住

宅着工戸数は４５５百戸程度と１９年度実績

（４２，３９７戸）を上回るものの、１８年度実績

（４９，９４６戸）には及ばず、水準自体は低いも

のとなろう。

住宅投資の内訳をみると、リフォーム市場

は底堅い推移が見込まれるが、新築住宅市場

は厳しさが続こう。家計負担の増加や年金問

題などの将来不安に加え、住宅建材価格の上

昇もあり勤労者の住宅取得マインドは冷え込

んでいる。これらを背景に住宅着工を利用関

係別にみると、持ち家は分譲マンションなど

にシフトしていることもあり低迷するものと

みられる。分譲住宅は、札幌市内における利

便性の高いマンション用地が不足気味となっ

ていることもあり、伸び悩みとなろう。貸家

は、札幌市内を中心とする投資用賃貸マンシ

ョンの着工が既にピークを越えたほか、建設

適地も少なくなっており低迷しよう。

この結果、住宅投資は実質成長率３．８％、

名目成長率６．６％となろう。

（ｂ）設備投資

企業収益の厳しさが増していることもあ

り、多くの道内企業の投資マインドに動意は

みられない。しかし、紙・パルプ、電力およ

び自動車関連業種での能力増強投資やオフィ

スビルの建設などの大型投資が押し上げ、総

じて設備投資は幾分増加が見込まれる。

この結果、設備投資は実質成長率０．６％、

名目成長率２．６％となろう。

（ｃ）公共投資

国と地方公共団体の厳しい財政状況もあ

り、公共工事関連予算は引き続き削減されよ

う。サミット関連工事の実施や北海道新幹線

建設工事などプラス要因はみられるが、公共

投資は減少を余儀なくされよう。また、政府

の景気対策が実施されるとしても、公共投資

額への大きな寄与は想定し難い。

この結果、公共投資は実質成長率△６．０％、

名目成長率△３．８％となろう。

（３）域際取引

移輸出では、観光関連は、東南アジアを中

心とする外国人観光客や、サミット開催効果

による国内観光客の増加が見込まれる。ま

た、道産品の根強い人気を反映した農畜産品

の出荷増、および自動車関連工場の能力増強

による工業品の出荷増が見込まれる。

この結果、移輸出は実質成長率０．６％、名

目成長率２．８％となろう。

平成２０年度北海道経済の見通し
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移輸入は、価格が高止まりしている原油の

輸入増のほか、家電製品などの移入が幾分増

加するものとみられる。この結果、移輸入は

実質成長率△１．９％、名目成長率２．２％となろ

う。

３．道内総生産（生産側）の動向

一次産業では、農業は畜産部門で生乳生産

の底堅い推移が見込まれる。また耕作部門で

は、北海道米をはじめ道内農産品の需要が高

まっている。また主要作物は、生育期に比較

的天候に恵まれたこともあり概ね良好な作柄

が見込まれ、総生産は３．１％増となろう。林

業は、住宅着工戸数が持ち直すことにより、

総生産は２．９％増とみられる。水産業は、多

獲性魚種の漁獲量制限はあるものの、秋サケ

などで持ち直しが見込まれ、総生産は１．３％

増とみられる。

この結果、一次産業総生産は２．７％増とな

ろう。

二次産業では、製造業は、公共工事関連業

種の生産減少が見込まれるものの、食品や自

動車関連工場の能力増強などから総生産は

０．９％増とみられる。建設業は、住宅着工の

持ち直しや本格化する新幹線工事などが見込

まれるが、公共工事の減少により、総生産は

３．９％減とみられる。

この結果、二次産業総生産は１．０％減とな

ろう。

三次産業では、介護・福祉関連などサービ

ス産業は底堅く推移し、北京五輪開催効果か

ら一部の家電製品（薄型テレビなどのデジタ

ル家電）は堅調な売れ行きとなろう。しか

し、食料品など生活必需品の値上がりや、年

金問題など将来不安を背景に消費者の家計防

衛意識が高まろう。総じてみれば、各業種の

売上高は低い伸びにとどまるものとみられ

る。

この結果、三次産業総生産は０．７％増とな

ろう。

（平成２０年８月２０日発表）

平成２０年度北海道経済の見通し
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（第１表）道内総生産（支出側）
（単位：億円、％）

項 目

名 目 値 （ ）内は前年度比伸び率 実 質 成 長 率

１８年度

（実績見込み）

１９年度

（実績見込み）

２０年度

（見通し）
１８年度 １９年度 ２０年度

民間最終

消費支出

１１９，２０４

（１．１）

１２０，３１３

（０．９）

１２０，９０４

（０．５）
０．８ ０．４ △０．４

政府最終

消費支出

４９，０８９

（△０．９）

４８，９９６

（△０．２）

４９，２０２

（０．４）
△０．９ △０．４ ０．０

総固定

資本形成

３７，９７９

（△１．１）

３６，９３１

（△２．８）

３７，２０３

（０．７）
△２．１ △３．６ △１．４

住宅投資

設備投資

公共投資

６，４５２

（１．２）

１６，４５４

（１．５）

１５，０７３

（△４．８）

５，６５４

（△１２．４）

１６，８７９

（２．６）

１４，３９８

（△４．５）

６，０２８

（６．６）

１７，３２０

（２．６）

１３，８５５

（△３．８）

△０．９

０．８

△５．７

△１３．７

１．８

△６．０

３．８

０．６

△６．０

移 輸 出 ５５，５８７

（２．６）

５７，１７７

（２．９）

５８，７９７

（２．８）
２．０ １．８ ０．６

移 輸 入

（控 除）

７４，３３３

（１．２）

７５，６８２

（１．８）

７７，３４７

（２．２）
△２．９ △２．５ △１．９

道内総生産

（支出側）

１９８，６５３

（０．６）

１９９，０５２

（０．２）

２００，１３７

（０．５）
１．４ ０．７ ０．２

在庫増・統計上の不突合を除いているので、合計は道内総生産と一致しない。

（第２表）実質成長率の増加寄与度
（％）

項 目 １８年度 １９年度 ２０年度

民間最終消費支出
政府最終消費支出
総固定資本形成

０．４
△０．２
△０．４

０．２
△０．１
△０．７

△０．２
０．０
△０．３

住宅投資
設備投資
公共投資

△０．０
０．１
△０．４

△０．４
０．２
△０．４

０．１
０．１
△０．４

移輸出
移輸入 （控除）

０．６
△１．０

０．５
△０．８

０．２
△０．６

道内総生産（支出側） １．４ ０．７ ０．２

在庫増、統計上の不突合を除いているので、合計は道内総生産と一致しない。

平成２０年度北海道経済の見通し
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（第３表）道内総生産
（単位：億円、％）

項 目
１８年度

（実績見込み）
１９年度

（実績見込み）
２０年度
（見通し）

前 年 度 比 伸 び 率

１８年度 １９年度 ２０年度

一次産業

農 業

林 業

水 産 業

６，９８５

４，８９４

４０４

１，６８７

６，９５２

４，９３０

３８４

１，６３８

７，１３８

５，０８４

３９５

１，６５９

△０．８

△２．３

７．７

１．９

△０．５

０．７

△５．０

△２．９

２．７

３．１

２．９

１．３

二次産業

鉱 業

製 造 業

建 設 業

３３，９０９

３８０

１８，５６７

１４，９６２

３３，１６１

３９５

１８，６４６

１４，１２０

３２，８２４

４３３

１８，８１９

１３，５７２

△１．６

３．３

１．０

△４．７

△２．２

３．９

０．４

△５．６

△１．０

９．６

０．９

△３．９

三次産業

卸・小売業

金融・保険・
不 動 産 業
電気・運輸・
サービス業
政府・対家
計サービス

１６５，００９

２８，６２７

３３，０３２

６８，７１１

３４，６３９

１６６，２１０

２８，６２０

３３，２４８

６９，５５９

３４，７８３

１６７，４５４

２８，６７０

３３，３８４

７０，５７５

３４，８２５

１．２

０．７

１．３

１．５

０．８

０．７

△０．０

０．７

１．２

０．４

０．７

０．２

０．４

１．５

０．１

控除項目
（帰属利子等）

７，２５０ ７，２７１ ７，２７９ ０．５ ０．３ ０．１

道内総生産
（生産側）

１９８，６５３ １９９，０５２ ２００，１３７ ０．６ ０．２ ０．５

平成２０年度北海道経済の見通し
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「サービサー」という言葉をご存知ですか。金融機関の関係者にとっても、最近でこそ結構馴

染みになっていますが、数年前まではその存在や内容を知る人は少数でした。筆者のような金融

機関OBでさえ、「サービサー？ 何をサービスしてくれる会社なの？」といった程度の認識です

から、とても世間一般に周知されているとは言えません。しかし近頃は、サービサーが、金融機

関から延滞債権等を買い取ったり債権の取立て回収の委任を受けたりして、本来の債権者である

金融機関に代って借入人との弁済交渉に当たるという事例が、頻繁に見受けられるようになって

きました。

もとより、金融機関にとって貸付金の回収は融資業務の中核をなすものであり、債権者である

金融機関が自らこれを実施して当然なのですが、BIS基準をクリアするための自己資本比率向上
注

対策と経営の効率化を目的として、最近は金融業務のアンバンドリングの動きが活発になり、融

資回収業務についてもその一部を外部に委託しようとする傾向が顕著になっています。サービサ

ーへの債権取立て回収業務の委託も、そのような流れの中で活発化しているのです。

目下のところ委託の対象となっている債権は、金融機関の貸付金のうちの延滞債権が中心です

が、サービサー法を改正して対象債権の範囲を拡大し、金融機関にかかる債権だけでなく、一般

事業会社の有する売掛金債権まで広く扱えるようにしようとする働きかけも盛んです。そこで今

回は、「サービサー」の果たしている具体的な役割と今後の展望について、簡単にお話したいと

思います。

◆「サービサー」とは・・

サービサー（Servicer）とは、金銭債権から生じる元利金を債務者から回収して、それを分別

された勘定で管理し、適切な時点で債権者に回金する業務（サービシング業務）を行う者をいい

ます。元来が米国において、住宅ローン債権の証券化に伴い個々の債権の取立て業務を請け負う

業務として発達したものですが、１９９０年代の破綻S&L（預金貸付協同組合）処理のために設立さ

れたRTC（整理信託公社）の保有する多量の金銭債権を迅速に処理する手段として、サービサー

が本格的に活用されました。米国では現在、資産の証券化や流動化といったスキームにおいて流

動化等の対象となる資産プールの管理や集金事務等を担当する者として、サービサーはこれらス

キームに不可欠な存在となっています。

◆わが国におけるサービサーの成り立ち

わが国におけるサービサーは、１９９８年１０月の「債権管理回収業に関する特別措置法」（以下「サ

ービサー法」といいます）の制定をもってその業務が認められ、従ってまだ１０年の歴史しかあり

注）リスクヘッジや収益増加などを目的に、金融機関などが持っている機能を分解すること。ここでは「金融機関業務
や機能のアウト・ソーシング化（外注化）」を意味する。

経営のアドバイス

拡大するサービサーの業務
金融財政事情研究会研修センター主任講師

（元北洋銀行融資第二部指導役）

高橋 俊樹
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ません。わが国では、それまで債権の管理回収に関しては弁護士法の規制（７２条、７３条）があ

り、これによって暴力団や事件屋等の債権回収への介入防止が図られていましたが、当時金融機

関が有していた多量の不良債権の処理を推進するには弁護士だけでは不十分であり、専門の債権

回収業者を設ける必要があるということで、米国のサービサーを参考にしたサービサー法が制定

され、わが国のサービサー業務が開始されるに至ったのです。

ただし法律名称からも分るように、サービサー法はあくまでも弁護士法の特例として制定され

た特別措置法であり、バブル時の不良債権処理のメドがついた段階ではその改廃を検討すべきで

あるという意見もありますが、１００社を数えるサービサーが広く営業中の現状では、もはやサー

ビサーは金融システムにビルトインされた存在と考えられ、これを積極的に活用するという方向

性が是認されており、何か不都合な事態が生じたときに必要な規制措置を講ずればよいと考えら

れます。

サービサーを設立するには、法務大臣から許可を得なければなりません。サービサー法は、設

立許可の要件として次のような厳しい基準を掲げています。

①資本金５億円以上の株式会社であること

②常務に従事する取締役のうちに１名以上の弁護士が含まれていること

③暴力団員等がその事業活動を支配するような会社ではないこと

④暴力団員等を業務に従事させるなどのおそれある会社ではないこと

⑤役員等に暴力団員等が含まれていないこと

このように暴力団員等の関与の排除が強く打ち出されていることが特色で、このために警察庁

は情報提供等の必要な援助を与えることとされています。また法務大臣は、適宜サービサーに立

入検査等を行い、これらに違反する行為があった場合には許可取消しや業務停止の処分を行いま

す。

またサービサー（債権回収会社）は、その商号中に必ず「債権回収」という文字を用いなけれ

ばならず、他方、サービサー以外の者がその商号中に債権回収会社であると誤認されるおそれの

ある文字を用いてはなりません。つまり「債権回収」という文字を商号に使用できるのは法務大

臣の許可を受けたサービサーに限られ、それと誤認させるような商号を用いてサービサーを装う

行為は禁じられています。

なお２００７年１２月末現在、全国で１００社のサービサーが営業中であり、取扱債権数は５，６２７万件、

取扱債権額は２２３兆円、債権回収額累計２４兆３５４億円に達し、その営業規模はなお拡大しつつあ

り、業界としての存在感は年々増大しています。

◆サービサーの業務

わが国におけるサービサーの業務としては、サービサー法で制定された「特定金銭債権」の

「回収受託」および「譲受け回収」の２つが本業とされています。

回収受託とは、「委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理および回

収を行う営業」（サービサー法２条２項前段）と定義されていますが、平たくいえば、金融機関等
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が債務者に対して有している貸付金について、その金融機関等から回収の委託を受けて、サービ

サーが金融機関等のために債権の管理回収を行う業務であり、ここではサービサーは金融機関等

の代理人として、債務者からの金銭債権の回収と管理業務を遂行することになります。金融機関

直系のサービサーではこの業務の扱いが中心となっていますが、その理由としては、不良債権処

理を迅速かつ効率的に進めたい金融機関側のアウトソーシングのニーズが大きいことがあげられ

ます。さらには、資産流動化・証券化スキームにおける投資家およびそのために設立された特定

目的会社の投下資本回収のアウトソーシング・ニーズの増大が、サービサーのこの業務への参入

を促しました。外資系のサービサーには、流動化・証券化債権の回収受託を専業とするところも

多く見受けられます。

一方、譲受け回収とは、「他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金

銭債権の管理および回収を行う営業」（サービサー法２条２項後段）と定義されており、つまり金

融機関等が債務者に対して有していた貸付金について、サービサーがその金融機関等から債権譲

渡を受け、サービサー自らが新たな債権者として債務者に対して法律上の請求権を主張して債権

の管理回収を行うもので、債権譲渡の完了時点で金融機関等は債権者の地位から退きます。ま

た、この場合は民法の債権譲渡規定が適用されるので、債務者への債権譲渡通知または債務者の

承諾が成立要件となります。譲受け回収は、金融機関側の不良債権のオフバランス・ニーズと、

金融機関からサービサーに債権者が変わることによる新たな回収戦略（従来の経緯に捉われず、

たとえば貸付元本の１００％回収に拘らないことなど）に基づいた回収交渉が可能であることなど

から、金融機関系以外の独立系サービサーで盛んに取り扱われています。金融機関系のサービサ

ーが親金融機関から債権を譲り受けることは、譲渡価額に恣意が働く余地があり、また仮装譲渡

と疑われかねないこともあって回避される傾向にあります。

なお、回収受託、譲受け回収のいずれにおいても、原債権者（オリジネーター）に対する債務

者の抗弁権はそのまま残ります。

サービサーは、特定金銭債権の管理回収業務に専念すべきものとされていますが（サービサー

法１２条）、それに付随する業務であって政令で定めるもの（特定金銭債権の担保不動産の売買、

賃貸など）は、本業の一部として認められています。また法務大臣から兼業の承認を受ければ、

当該業務を行うことも可能です。たとえば、特定金銭債権以外の金銭債権の集金代行業務、コン

サルテイング等の諸種の助言業務、不動産鑑定業務、貸金業、保証業務、不動産賃貸や宅地建物

取引業などが、これまで兼業として承認されています。

◆サービサーが取り扱える債権の範囲－「特定金銭債権」

サービサーが取り扱うことができる債権は金銭債権に限られ、その範囲もサービサー法により

限定されています。サービサーが取扱い可能な金銭債権を「特定金銭債権」といいますが、サー

ビサー法制定当時はその範囲が、金融機関等が現に有している又は過去に有していた貸付債権

や、金融機関の関係会社であるノンバンクが保有する一部の債権に限定され、極めて狭いもので

した。その後、これでは不良債権処理の手段として十分に機能しないとの意見が強まり、サービ
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サー自体の拡充整備も進んだことを受けて、２００１年の法改正で特定金銭債権の範囲の大幅な拡大

が図られ、現在は以下のような内容になっています（サービサー法２条）。

①貸付債権群

金融機関や貸金業者等が有する貸付債権およびその過去債権（過去に金融機関等が有していた

貸付債権であって現在は第三者に譲渡されているもの）並びにそれらの貸金債権の担保の目的と

なっている金銭債権が対象です。

この金融機関には、銀行や信託銀行、信用金庫、信用協同組合や政府関係金融機関、保険会社

等が含まれ、広く貸金業者も原債権者の対象とされています。ただし、金融機関の有する割引手

形買戻し請求権や外国為替債権等は範囲外となっており、実務上の不都合があるためにこれを特

定金銭債権と認めるよう、目下、法改正が要望されています。

②リース・クレジット債権

これには、１年以上のファイナンスリースのリース料債権や大部分のクレジット債権が含まれ

ます。

③資産流動化関連債権群

資産流動化法に基づいて流動化された金銭債権のほか、それ以外の方法により流動化された金

銭債権も広く対象とされています。

④倒産債権群

破産や民事再生、会社更生等の法的倒産手続を受けた者が有する又は有していた金銭債権や、

特定調停手続の債務者が調停成立日または確定日に有していた金銭債権が対象です。手形交換所

の取引停止処分を受けた者がその日に有していた金銭債権も該当します。

⑤保証債権

以上に掲げられた金銭債権を担保する保証契約に基づく債権と、信用保証協会等（金融機関や

保証会社も含まれる）が保証債務履行により取得する事後求償権が対象となります。

⑥政令指定の特定金銭債権

前記の特定金銭債権に付随的な債権を政令で拾ったものであり、たとえば、金融機関が貸付債

権の債務者に対して有する貸付債権以外の金銭債権であって貸付債権と同一の担保権により担保

されているものが指定されています。

以上によって、金融機関が有する貸付債権は、正常債権も含めてサービサーに回収業務を委託

することが可能となっています。さらに一部のサービサーは、今後の業務展開対象に事業再生業

務を加えることを検討中ですが、それには金融機関以外の一般事業会社の有する金銭債権（売掛

金や未収金等）も特定金銭債権に加えられる必要があり、そのための法改正が強く要望されてい

るところです。

◆サービサーの権限

サービサーは、委託を受けて債権の管理回収を行う場合は、委託者のために自己の名をもっ

て、当該債権の管理回収に関する一切の裁判上の行為を行う権限を有します（サービサー法１１条
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１項）。したがってサービサーは、回収受託業務の場合でも、債権の管理回収のための裁判外の

行為（催告や裁判外の和解等）をするに際して、顕名（委託者の代理人であることを示すこと）

の必要はなく、裁判上の行為についてもサービサーが当事者として行うことができます。譲受け

回収の場合は、当然にサービサーが当事者としてこれらの行為を行うことができます。

ただしサービサーは、以下のような場合には訴訟上の一部手続について、弁護士の追行を受け

なければなりません（サービサー法１１条２項）。

①簡易裁判所以外の裁判所における民事訴訟法手続、民事保全命令に関する手続および執行抗告

にかかる手続

②簡易裁判所における民事訴訟手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法３３条１項１号に定め

る額（現在は１４０万円）を超えるもの

③簡易裁判所における民事保全命令に関する手続であって、本案の訴訟の目的の価額が②の額を

超えるもの

これらの規定は、サービサー法があくまでも弁護士法の特例と位置付けられていることを踏ま

えて設けられたものであり、通常は社内の常勤取締役弁護士が追行に当ります。

◆サービサーの行為規制

サービサーは業務遂行にあたって多様な行為規制を受けており（サービサー法１４条から１９

条）、債権の取立てに際して社会的な非難を浴びることがないよう、不適切な行為を排除するこ

とが求められています。

①名義貸しの禁止

サービサーは許可事業であり、自己の名を他人に貸与して営業させることはできません。

②受取証書の交付義務

サービサーは、債権の全部または一部の弁済を受けたときは、その都度ただちに、受取証書を

弁済者に交付しなければなりません。

③債権証書の返還義務

サービサーが債権の全額の弁済を受けたときは、当該債権の債権証書を遅滞なく弁済者に返還

しなければなりません。

④業務に関する規制

サービサーの個々の取締役や従業員には、管理回収業務にかかる具体的な行為規制が課せられ

ています。

まず、業務従事者は業務遂行にあたり、人を威迫しまたはその私生活もしくは業務の平穏を害

するような言動をしてはなりません。暴行、脅迫、名誉毀損、威力業務妨害等の犯罪行為は勿

論、それらの行為の周辺にある不当な行為も広く禁止されています。

「威迫」行為とは、具体的には暴力的な態度をとったり、大声をあげ乱暴な言葉を使うこと

や、多人数で自宅等へ押しかけ、またはサービサー会社に呼び出して大勢で取り囲んで面談する

ことなどが挙げられます。また「私生活もしくは業務の平穏を害する言動」とは、たとえば、正
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当な理由なく午後９時から午前８時までその他不適切な時間帯に、電話・電報・ファクシミリ・

電子メール等を送達し、または訪問することや、債務者等への付きまとい、債務者の意思に反し

た職場への訪問、近親者への来訪目的（弁済督促等）の明示やサービサーへ連絡するようにとい

った伝言の依頼などが該当します。

このほか、暴力団員等の使用の禁止、業務広告規制（虚偽広告の禁止）、白紙委任状取得の禁

止、偽りその他不正手段を用いることの禁止、利息制限法の制限額を超える利払い等請求の禁

止、借換え等による弁済資金調達要求の禁止、保証人ではない親兄弟等関係者への代位弁済要求

の禁止、債務者等が法的手段を取った後の接触の禁止、暴力団員等譲受制限者に対する債権再譲

渡の禁止など、多くの規制が課せられています。

また、サービサーの業務従事者は、相手方から請求があったときは、サービサーの商号、自己

の氏名等を明らかにする義務があります。

◆サービサーの今後

サービサー法制定から１０年、現在ではサービサーも金融システムの一環として確かな位置を占

めるに至りました。弁護士法の特例という制定の経緯から、サービサーの業務範囲のこれ以上の

拡大は控え、今後は縮小に向かうべきという意見もありますが、金融業務のアンバンドリングを

志向する動きが強まっている状況からすれば、サービサーの業務範囲をさらに広げて、金銭債権

全般の管理回収業務を請け負う一方、窮境にある事業者の再生機能を発揮できるような、総合的

金融業務ビークルとして発展することが期待されます。勿論、その業務内容からは業務遂行上の

一段のコンプライアンスの確立が求められ、業界でも行動憲章や行為規制にかかる自主ルールの

制定が実施されていますが、債務者等からは金融機関の業務の一翼を担うものとしての節度ある

行動が期待されており、そうした面への対応も必要でしょう。
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年月

鉱工業指数
生産指数 出荷指数 在庫指数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国
１７年＝１００
季調値

前 年 同
月比（％）

１７年＝１００
季調値

前 年 同
月比（％）

１７年＝１００
季調値

前 年 同
月比（％）

１７年＝１００
季調値

前 年 同
月比（％）

１７年＝１００
季調値

前 年 同
月比（％）

１７年＝１００
季調値

前 年 同
月比（％）

１６年度 １０１．０ ０．１ ９９．１ ３．９ ９９．５ ０．１ ９８．８ ３．６ ９７．５ △１．６ ９４．６ ２．９
１７年度 １００．９ △０．１ １００．７ １．６ １００．４ ０．９ １０１．０ ２．２ ９５．６ △１．９ ９７．０ ２．５
１８年度 １０３．９ ３．０ １０５．３ ４．６ １０４．７ ４．３ １０５．３ ４．３ １０４．４ ９．２ ９８．６ １．６
１９年度 １０４．５ ０．６ １０８．０ ２．６ １０４．４ △０．３ １０８．６ ３．１ １０１．８ △２．５ １００．７ ２．１

１９年４～６月 １０３．９ １．０ １０６．４ ２．３ １０３．５ △２．０ １０７．０ ２．５ ９７．７ △５．６ １０３．１ １．０
７～９月 １０３．１ ０．０ １０８．２ ２．６ １０２．１ △１．１ １０８．４ ２．８ １００．９ △３．８ １０４．２ ２．４
１０～１２月 １０３．１ △０．５ １０９．２ ３．３ １０３．０ △１．１ １０９．９ ４．４ １０３．１ △２．５ １０５．５ １．３

２０年１～３月 １０７．７ ２．２ １０８．４ ２．３ １０８．７ ３．０ １０９．４ ３．１ １０３．９ ０．１ １０５．５ ２．１
４～６月 r１０５．２ １．２ r１０７．５ １．０ r１０７．５ ３．９ r１０８．４ １．２ r ９９．９ ２．３ r１０５．９ ２．７

１９年 ７月 １０３．３ １．２ １０７．０ ３．１ １００．７ △２．８ １０６．８ ２．９ ９８．１ △５．６ １０３．６ １．８
８月 １０３．１ ０．２ １０９．７ ４．６ １０２．６ △０．１ １１０．１ ４．７ ９８．９ △５．３ １０３．７ ２．１
９月 １０２．８ △１．３ １０７．９ ０．２ １０３．０ △０．５ １０８．４ １．０ １００．９ △３．８ １０４．２ ２．４
１０月 １０２．７ ０．０ １１０．０ ５．３ １０２．９ ０．２ １１０．１ ６．３ １０１．８ △２．６ １０４．９ １．８
１１月 １０３．５ １．０ １０８．４ ３．２ １０２．６ △０．６ １０９．１ ３．５ １０３．４ △０．５ １０５．８ ２．７
１２月 １０３．２ △２．６ １０９．１ １．５ １０３．５ △２．５ １１０．６ ３．３ １０３．１ △２．５ １０５．５ １．３

２０年 １月 １０９．１ ３．３ １０８．５ ２．９ １０８．８ ４．０ １１０．０ ３．９ １０５．４ △２．７ １０５．３ １．９
２月 １０９．１ ５．０ １１０．２ ５．１ １１１．９ ８．０ １１１．３ ５．８ １０３．０ △２．４ １０５．４ ２．３
３月 １０５．０ △１．２ １０６．５ △０．７ １０５．５ △２．２ １０７．０ ０．１ １０３．９ ０．１ １０５．５ ２．１
４月 １０４．７ ０．７ １０６．３ １．９ １０７．０ １．５ １０８．０ ２．８ ９９．４ △２．７ １０４．２ １．０
５月 １０５．２ ０．６ １０９．３ １．１ １０６．３ ２．８ １１０．２ １．７ ９９．２ △０．６ １０４．７ １．５
６月 r１０５．６ ２．２ r１０６．９ ０．０ r１０９．１ ７．４ r１０６．９ △０．６ r ９９．９ ２．３ r１０５．９ ２．７
７月 p１０７．８ ５．２ p１０７．９ ２．０ p１０９．３ ９．４ p１０８．６ ２．８ p１０２．０ ４．０ p１０５．７ ２．１

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■鉱工業生産指数の年度、前年同月比は原数値による。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

大型小売店販売額
大型店計 百貨店 スーパー

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
１６年度 １，００６，３２５ △４．８ ２１３，８００ △４．０ ３６１，９０５ △４．８ ８７，８３２ △３．２ ６４４，４１９ △４．８ １２５，９６９ △４．５
１７年度 ９８７，７３３ △３．０ ２１２，５７５ △１．７ ３５０，７４６ △１．８ ８７，５８７ ０．３ ６３６，９８７ △３．７ １２４，９８９ △３．２
１８年度 ９８３，６５６ △１．６ ２１１，７４５ △０．９ ３３０，５１２ △２．６ ８６，１０８ △０．８ ６５３，１４４ △１．１ １２５，６３７ △１．０
１９年度 ９５４，８０５ △２．６ ２１２，５５７ △１．０ ３０９，９４７ △３．５ ８４，２９１ △０．８ ６４４，８５７ △２．１ １２８，２６６ △１．１

１９年４～６月 ２３３，８３９ △１．５ ５１，３２３ △０．６ ７４，０８９ △２．３ ２０，１３２ １．０ １５９，７５０ △１．１ ３１，９１９ △１．６
７～９月 ２２９，６２１ △３．１ ５１，２３３ △２．０ ７３，６８２ △４．２ １９，６７８ △２．３ １５５，９３８ △２．５ ３１，５５５ △１．９
１０～１２月 ２６０，９２７ △２．７ ５７，９６０ △１．０ ８７，４１０ △３．９ ２４，０１９ △１．１ １７３，５１７ △２．２ ３３，９４１ △０．９

２０年１～３月 ２３０，４１９ △２．９ ５２，０４１ △０．３ ７４，７６６ △３．３ ２０，４６２ △０．９ １５５，６５３ △２．８ ３１，５７８ ０．１
４～６月 r ２２３，６３４ △５．５ r ５０，６７１ △２．７ r ６７，５５３ △７．０ r １９，２２８ △４．４ r １５６，０８１ △４．８ r ３１，４４４ △１．６

１９年 ７月 ７９，６２７ △５．２ １８，６１３ △３．８ ２７，０４４ △６．９ ７，９０６ △４．４ ５２，５８３ △４．３ １０，７０７ △３．４
８月 ７６，４５５ △０．９ １６，６９３ △０．１ ２２，５３８ △１．５ ５，７４４ １．１ ５３，９１７ △０．６ １０，９４９ △０．８
９月 ７３，５３９ △３．０ １５，９２７ △２．０ ２４，１０１ △３．７ ６，０２８ △２．７ ４９，４３８ △２．７ ９，８９９ △１．５
１０月 ７７，４１４ △５．２ １７，１６１ △１．７ ２６，３３４ △４．７ ６，８６２ △１．６ ５１，０８０ △５．４ １０，２９９ △１．８
１１月 ７８，３１１ △１．４ １８，１２４ ０．４ ２６，０１１ △２．０ ７，５６５ ０．８ ５２，３００ △１．１ １０，５５９ ０．１
１２月 １０５，２０２ △１．９ ２２，６７５ △１．５ ３５，０６６ △４．６ ９，５９２ △２．２ ７０，１３７ △０．５ １３，０８３ △１．０

２０年 １月 ８０，１９４ △４．８ １８，７９９ △２．０ ２６，２８０ △３．８ ７，３９９ △２．１ ５３，９１４ △５．３ １１，４００ △２．０
２月 ６７，８９０ △２．８ １５，５３９ １．２ ２０，９１４ △３．６ ５，８３３ １．０ ４６，９７６ △２．５ ９，７０６ １．４
３月 ８２，３３５ △１．２ １７，７０３ ０．２ ２７，５７１ △２．６ ７，２３１ △１．２ ５４，７６３ △０．４ １０，４７２ １．３
４月 ７４，８５６ △５．３ １６，８１２ △２．２ ２２，７３５ △５．８ ６，３８１ △３．４ ５２，１２１ △５．０ １０，４３１ △１．５
５月 ７４，７９７ △４．７ １６，９５１ △２．０ ２２，４９１ △５．１ ６，４０５ △２．５ ５２，３０５ △４．５ １０，５４６ △１．７
６月 r ７３，９８２ △６．５ r １６，９０８ △４．０ r ２２，３２７ △９．９ r ６，４４２ △７．３ r ５１，６５５ △４．９ r １０，４６６ △１．７
７月 p ７８，６１６ △２．９ p １８，６６２ △０．７ p ２５，９４０ △２．２ p ７，７１６ △２．３ p ５２，６７６ △３．３ p １０，９４５ ０．５

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■大型小売店販売額の前年同月比は既存店ベースによる。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

主要経済指標（１）

― １６ ―

Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．１４７／本文／０１６～０１９　主要経済指標  2008.09.18 17.46.29  Page 16



年月

コンビニエンス・ストア販売額 消費者物価指数（総合） 円相場
（東京市場）

日経
平均
株価北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）１７年＝１００
前 年 同
月比（％）１７年＝１００

前 年 同
月比（％） 円／ドル 円

月（期）末
１６年度 ４２１，０４５ △１．１ ７２，９７３ △０．８ １００．０ ０．３ １００．２ △０．１ １０７．４９ １１，６６９
１７年度 ４１６，６１１ △２．９ ７３，７２４ △２．５ １００．１ ０．２ １００．０ △０．１ １１３．２６ １７，０６０
１８年度 ４１４，９２１ △１．７ ７４，２１１ △２．０ １００．５ ０．２ １００．２ △０．１ １１６．６４ １７，２８８
１９年度 ４０８，２９２ △１．７ ７５，１６１ △１．０ １０１．１ ０．２ １００．６ △０．１ １１４．２０ １２，５２６

１９年４～６月 １００，７４９ △１．６ １８，４７３ △１．９ １００．５ △０．２ １００．２ △０．１ １２０．７３ １８，１３８
７～９月 １１０，０３１ △１．７ １９，９０３ △０．１ １００．７ △０．１ １００．４ △０．１ １１７．７８ １６，７８６
１０～１２月 １０３，６８０ △２．２ １８，９８６ △１．０ １０１．６ ０．９ １００．８ ０．５ １１３．１０ １５，３０８

２０年１～３月 ９３，８３２ △１．５ １７，７９８ △０．９ １０１．８ １．８ １００．７ １．０ １０５．２０ １２，５２６
４～６月 １０５，０６８ ４．１ １９，２２４ ２．５ １０２．８ ２．４ １０１．６ １．４ １０４．５１ １３，４８１

１９年 ７月 ３６，９６８ ０．９ ６，６５２ △０．２ １００．３ △０．１ １００．１ ０．０ １２１．５９ １７，２４９
８月 ３８，７０８ △２．６ ６，９５２ △０．２ １００．８ △０．１ １００．６ △０．２ １１６．７２ １６，５６９
９月 ３４，３５５ △３．２ ６，２９９ ０．０ １００．９ △０．２ １００．６ △０．２ １１５．０２ １６，７８６
１０月 ３５，０３０ △１．４ ６，３１９ △１．２ １０１．３ ０．４ １００．９ ０．３ １１５．７４ １６，７３８
１１月 ３２，８４３ △２．４ ６，０８９ △０．６ １０１．３ ０．８ １００．７ ０．６ １１１．２１ １５，６８１
１２月 ３５，８０７ △２．８ ６，５７８ △１．３ １０２．１ １．４ １００．９ ０．７ １１２．３４ １５，３０８

２０年 １月 ３１，２１４ △２．６ ５，８４１ △１．６ １０１．９ １．４ １００．７ ０．７ １０７．６６ １３，５９２
２月 ３０，００８ △０．９ ５，６５５ △０．５ １０１．５ １．８ １００．５ １．０ １０７．１６ １３，６０３
３月 ３２，６１０ △１．１ ６，３０１ △０．６ １０２．１ ２．３ １０１．０ １．２ １００．７９ １２，５２６
４月 ３２，０３４ △０．２ ６，１１８ △０．２ １０１．７ １．５ １００．９ ０．８ １０２．４９ １３，８５０
５月 ３６，７６３ ８．５ ６，５５３ ３．５ １０２．９ ２．３ １０１．７ １．３ １０４．１４ １４，３３９
６月 ３６，２７１ ３．９ ６，５５３ ４．０ １０３．９ ３．３ １０２．２ ２．０ １０６．９０ １３，４８１
７月 ３９，６５８ ６．６ ７，５３８ １１．５ １０４．１ ３．８ １０２．４ ２．３ １０６．８１ １３，３７７

資料 経済産業省、北海道経済産業局 総務省 日本銀行 日本経済新聞社

■コンビニエンス販売額の前年同月比は既存店ベースによる。■年度及び四半期の数値は、月平均値。 ■円相場は対米ドル、インター
バンク中心相場の月中平均値。

年月

乗用車新車登録台数

北海道 全国
合計 普・小・軽・計普通車 小型車 軽乗用車

台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％）
１６年度 １８９，５１９ △１．９ ５１，５３５ △１．３ ９０，０６６ △２．１ ４７，９１８ △２．３ ４，７４９，３４２ ０．３
１７年度 １８７，１４５ △１．３ ４６，１５３ △１０．４ ９０，６２４ ０．６ ５０，３６８ ５．１ ４，７５５，３６９ ０．１
１８年度 １７６，３００ △５．８ ４３，７８０ △５．１ ７７，３９８ △１４．６ ５５，１２２ ９．４ ４，５５７，３３０ △４．２
１９年度 １６９，１４９ △４．１ ４９，１２７ １２．２ ７０，８７０ △８．４ ４９，１５２ △１０．８ ４，３９０，３４４ △３．７

１９年４～６月 ４３，５２８ △４．７ １１，１１３ ３．２ １９，０６６ △８．１ １３，３４９ △５．７ ９７０，３２４ △６．８
７～９月 ４１，０３４ △７．６ １２，７８０ ２２．０ １６，８３３ △１６．７ １１，４２１ △１６．７ １，０５１，５６９ △５．９
１０～１２月 ３４，６８２ △２．５ １０，９１６ １８．５ １４，０５８ △５．９ ９，７０８ △１５．０ １，００５，７１７ △１．９

２０年１～３月 ４９，９０５ △１．５ １４，３１８ ７．４ ２０，９１３ △２．８ １４，６７４ △７．４ １，３６２，７３４ △０．７
４～６月 ４１，８３８ △３．９ １１，０９８ △０．１ １８，２８４ △４．１ １２，４５６ △６．７ ９６５，８９５ △０．５

１９年 ７月 １５，１９１ △８．２ ４，３５１ １３．３ ６，９０９ △１３．７ ３，９３１ △１６．４ ３５８，０１９ △９．７
８月 １０，６０７ △６．３ ３，３２２ ２１．０ ４，２４１ △１７．３ ３，０４４ △１１．７ ２７７，５５７ △２．１
９月 １５，２３６ △７．７ ５，１０７ ３１．４ ５，６８３ △１９．７ ４，４４６ △１９．９ ４１５，９９３ △５．０
１０月 １２，６１９ １．２ ３，９８４ ３４．５ ５，００８ △９．８ ３，６２７ △８．２ ３３５，８８６ １．１
１１月 １２，６１５ △１．２ ３，９９３ １８．３ ５，４５９ ３．０ ３，１６３ △２２．８ ３６４，４８９ ０．６
１２月 ９，４４８ △８．５ ２，９３９ ２．２ ３，５９１ △１２．２ ２，９１８ △１３．３ ３０５，３４２ △７．７

２０年 １月 ９，７４４ △０．３ ２，６６７ △０．３ ４，０６８ １．４ ３，００９ △２．５ ３２０，０８４ ３．８
２月 １３，７７０ ３．８ ３，７７８ １０．０ ５，７５１ ２．７ ４，２４１ ０．１ ４２８，９８６ １．０
３月 ２６，３９１ △４．５ ７，８７３ ９．０ １１，０９４ △６．７ ７，４２４ △１２．９ ６１３，６６４ △４．０
４月 １４，８８５ ２．９ ３，９３５ ５．８ ６，９６１ １１．３ ３，９８９ △１１．３ ３０５，８４７ ５．４
５月 １２，２７７ △９．０ ３，２４９ △５．０ ４，９７２ △１１．１ ４，０５６ △９．３ ２９６，０８２ △３．６
６月 １４，６７６ △５．８ ３，９１４ △１．５ ６，３５１ △１２．０ ４，４１１ ０．７ ３６３，９６６ △２．５
７月 １５，８９３ ４．６ ４，４１８ １．５ ７，５５３ ９．３ ３，９２２ △０．２ ３８３，２５８ ７．０

資料 �日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会

主要経済指標（２）

― １７ ―

Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．１４７／本文／０１６～０１９　主要経済指標  2008.09.18 17.46.29  Page 17



年月

新設住宅着工戸数 公共工事請負金額 機械受注実績

北海道 全国 北海道 全国 全国

戸 前 年 同
月比（％） 百 戸 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 億 円 前 年 同
月比（％）

１６年度 ４８，１４８ △５．１ １１，９３０ １．７ １，１２２，１３８ △７．０ １３７，３５４ △１１．１ １１８，２９２ ６．５
１７年度 ５３，０４８ １０．２ １２，４９４ ４．７ １，０６８，８５８ △４．７ １２９，６２２ △５．６ １２４，８９７ ５．６
１８年度 ４９，９４６ △５．８ １２，８５２ ２．９ ９６１，１２２ △１０．１ １２２，８３８ △５．２ １２７，４１３ ２．０
１９年度 ４２，３９７ △１５．１ １０，３５６ △１９．４ ８８３，６４４ △８．１ １１７，８１８ △４．１ １２３，６４０ △３．０

１９年４～６月 １５，９９１ １１．０ ３，２５５ △２．６ ３３１，７５９ △１２．０ ３１，０４０ △０．７ ２９，７２１ △１０．８
７～９月 ８，９４６ △３８．８ ２，０７８ △３７．１ ２８８，７０７ △１０．６ ３１，６８０ △７．３ ３０，５６６ △１．４
１０～１２月 １０，３８６ △２７．４ ２，４８４ △２７．３ １４４，５３５ ２０．３ ２８，８１０ △２．９ ２９，８９３ ０．０

２０年１～３月 ７，０７４ ６．９ ２，５３９ △９．０ １１８，６４３ △１５．９ ２６，２８７ △５．２ ３３，４５９ ０．８
４～６月 １２，０３４ △２４．７ ２，８９７ △１１．０ ３０９，４１３ △６．７ ２８，４４４ △８．４ ３１，３０８ ５．３

１９年 ７月 ３，８８３ △２８．８ ８１７ △２３．４ １２２，８９３ ４．６ １０，７２３ △４．０ ９，５０５ ８．０
８月 ２，３５３ △４７．５ ６３１ △４３．３ ９２，１２７ △１９．７ ９，８４２ △５．１ ８，９２１ △２．６
９月 ２，７１０ △４２．２ ６３０ △４４．０ ７３，６８７ △１８．８ １１，１１６ △１２．１ １２，１４０ △７．０
１０月 ３，４６７ △３５．６ ７６９ △３５．０ ７３，０２７ １４．２ １１，７４２ △３．２ ８，９０３ ３．３
１１月 ３，８６０ △１４．７ ８４３ △２７．０ ４０，０８２ １３．３ ８，６８５ △４．３ １０，０３９ ０．９
１２月 ３，０５９ △３０．２ ８７２ △１９．２ ３１，４２６ ５０．８ ８，３８４ △１．１ １０，９５１ △３．３

２０年 １月 ２，１０３ １９．２ ８７０ △５．７ １４，９８７ １４．０ ５，９０７ △３．５ ９，４８９ １１．４
２月 １，６５９ △２１．９ ８３０ △５．０ ９，８１４ △７．５ ６，５３５ １３．１ ９，９０３ ２．４
３月 ３，３１２ ２１．３ ８４０ △１５．６ ９３，８４２ △２０．０ １３，８４５ △１２．６ １４，０６７ △６．２
４月 ３，５９１ △３８．５ ９７９ △８．７ １２４，７９２ △１２．１ １１，０２５ △４．７ ９，３５３ ０．５
５月 ４，０２７ ２０．８ ９０８ △６．５ ７４，８０３ △１０．７ ７，６７５ △９．６ ９，９２９ ５．１
６月 ４，４１６ △３５．３ １，００９ △１６．７ １０９，８１８ ３．７ ９，７４３ △１１．３ １２，０２６ ９．７
７月 ３，６８８ △５．０ ９７２ １９．０ １１５，２３０ △６．２ １２，２０２ １３．８ ９，０５８ △４．７

資料 国土交通省 北海道建設業信用保証� 内閣府

■船舶・電力を除く民
需（原系列）。

年月

来道客数 有効求人倍率 完全失業率 企業倒産件数
（負債総額１，０００万円以上）（常用 ）

北海道 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

千人 前 年 同
月比（％）

倍
原数値

％
件 前 年 同

月比（％） 件 前 年 同
月比（％）原数値

１６年度 １２，７８１ △２．４ ０．５０ ０．８３ ５．７ ４．６ ５７７ △７．７ １３，１８６ △１４．７
１７年度 １２，７０５ △０．６ ０．５３ ０．９４ ５．３ ４．４ ５５５ △３．８ １３，１７０ △０．１
１８年度 １３，０８２ ３．０ ０．５３ １．０２ ５．４ ４．１ ５４６ △１．６ １３，３３７ １．３
１９年度 １２，８０４ △２．１ ０．５１ ０．９７ ５．２ ３．８ ６１０ １１．７ １４，３６６ ７．７

１９年４～６月 ３，００３ △２．６ ０．４８ ０．９３ ５．３ ３．８ １７２ ２０．３ ３，６１６ １０．２
７～９月 ４，０２８ △１．９ ０．５２ ０．９８ ４．７ ３．７ １３８ ２３．２ ３，４６５ ６．６
１０～１２月 ３，０３２ △２．４ ０．５２ １．００ ５．０ ３．７ １３２ ０．０ ３，５７０ ６．１

２０年１～３月 ２，７４１ △１．５ ０．５２ ０．９９ ５．６ ４．０ １６８ ５．７ ３，７１５ ８．０
４～６月 ２，９５８ △１．５ ０．４４ ０．８２ ５．０ ４．０ １８７ ８．７ ３，８２９ ５．９

１９年 ７月 １，２２５ △４．４ ０．５０ ０．９５ ↑ ３．５ ５２ ２０．９ １，２１５ １５．６
８月 １，５０５ △１．０ ０．５２ ０．９８ ４．７ ３．７ ５０ ６１．３ １，２０３ ２．９
９月 １，２９９ △０．７ ０．５５ １．０１ ↓ ４．０ ３６ △５．３ １，０４７ ４．３
１０月 １，１４０ △８．３ ０．５５ １．００ ↑ ４．０ ４７ △９．６ １，２６０ ８．１
１１月 ９４１ ０．１ ０．５２ １．００ ５．０ ３．７ ５０ ２８．２ １，２１３ １１．２
１２月 ９５１ ２．８ ０．４９ １．００ ↓ ３．５ ３５ △１４．６ １，０９７ △１．０

２０年 １月 ８３８ ０．０ ０．５１ １．００ ↑ ３．９ ５０ ３１．５ １，１７４ ７．６
２月 ９０７ △２．０ ０．５３ １．００ ５．６ ４．１ ５４ １０．２ １，１９４ ８．３
３月 ９９５ △２．４ ０．５２ ０．９６ ↓ ４．１ ６４ △１１．１ １，３４７ ８．０
４月 ８０８ △１．５ ０．４６ ０．８６ ↑ ４．１ ７４ ５７．４ １，２１５ ８．４
５月 １，０２７ ０．２ ０．４３ ０．８１ ５．０ ４．０ ６０ △１８．９ １，２９０ △１．５
６月 １，１２３ △３．０ ０．４４ ０．７９ ↓ ３．９ ５３ ３．９ １，３２４ １１．７
７月 １，１７２ △４．３ ０．４４ ０．８０ － ３．８ ７２ ３８．５ １，３７２ １２．９

資料 北海道観光振興機構 厚生労働省
北海道労働局 総務省 �東京商工リサーチ

■年度および四半期の
数値は月平均値。

■北海道の年度は暦年
値。

主要経済指標（３）

― １８ ―

Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．１４７／本文／０１６～０１９　主要経済指標  2008.09.18 17.46.29  Page 18



年月

通関実績
輸出 輸入

北海道 全国 北海道 全国

百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
１６年度 ２４３，９０７ １２．５ ６１７，１９４ １０．１ ７９８，３７８ １９．０ ５０３，８５８ １２．３
１７年度 ２６３，５９８ ９．８ ６８２，９０２ １０．６ ９６５，１４５ ２９．０ ６０５，１１３ ２０．１
１８年度 ３２４，５７８ ２３．１ ７７４，６０６ １３．４ １，２６３，７８１ ３０．９ ６８４，４７３ １３．１
１９年度 ３８１，４７３ １７．５ ８５１，１６０ ９．９ １，３８６，３４２ ９．７ ７４９，０３８ ９．４

１９年４～６月 ９３，５５５ ２８．８ ２０４，８７４ １３．２ ２８３，６６４ △１４．８ １７９，４２８ ９．８
７～９月 ８９，０１９ １０．２ ２１３，５３３ １０．７ ３２０，３７１ ２．０ １８３，１９０ ６．３
１０～１２月 ９９，５３３ １０．８ ２２２，０９０ １０．０ ３８６，９１８ ２０．８ １９５，５８３ １１．４

２０年１～３月 ９９，３６６ ２２．１ ２１０，６６３ ６．０ ３９５，３８９ ３３．０ １９０，８３７ １０．２
４～６月 r １０６，８８８ １４．３ r ２０８，５４１ １．８ r ４７０，７９８ ６６．０ r １９９，０２０ １０．９

１９年 ７月 ３０，４０５ １５．２ ７０，６３１ １１．７ ９７，０２４ ８．８ ６３，８１１ １６．７
８月 ３０，１２８ ７．２ ７０，３４７ １４．６ １０８，２２６ △４．２ ６２，９１０ ５．８
９月 ２８，４８６ ８．５ ７２，５５５ ６．３ １１５，１２１ ２．８ ５６，４６８ △３．０
１０月 ３５，０３９ △８．６ ７５，０６５ １３．８ １１５，７２８ １２．９ ６５，０７０ ８．７
１１月 ３２，８２１ ３４．７ ７２，６８６ ９．６ １３９，４６６ ３０．５ ６４，８４２ １３．３
１２月 ３１，６７３ １６．８ ７４，３４０ ６．８ １３１，７２４ １８．９ ６５，６７０ １２．３

２０年 １月 ２７，２０６ １２．８ ６４，０８４ ７．７ １２９，７７５ １４．４ ６４，９８１ ９．２
２月 ３５，５８３ ３０．４ ６９，７５４ ８．７ １３１，１８２ ７０．７ ６０，１２０ １０．２
３月 ３６，５７７ ２２．１ ７６，８２５ ２．３ １３４，４３２ ２５．６ ６５，７３６ １１．２
４月 ３５，４０１ ８．４ ６８，９１４ ３．９ １３３，０９９ ３０．７ ６４，１６２ １２．０
５月 ３４，７２９ １７．３ ６８，０９０ ３．７ １７９，３２０ ５６．３ ６４，５１２ ４．５
６月 r ３６，７５８ １７．５ r ７１，５３７ △１．８ r １５８，３７９ １３６．０ r ７０，３４６ １６．５
７月 p ４４，０８９ ４５．０ p ７６，３２１ ８．１ p１５１，７７０ ５６．４ p ７５，４１０ １８．２

資料 財務省、函館税関

■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

預貯金（国内銀行）
預金 貸出

北海道 全国 北海道 全国

億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
１６年度 １２４，１５０ ２．３ ５，２２６，７５２ １．３ ８６，２２３ △０．６ ３，８９４，３９０ △３．０
１７年度 １２３，１６０ △０．８ ５，３００，８９８ １．４ ８８，８４１ ３．０ ３，９５５，８１６ １．６
１８年度 １２５，４１３ １．８ ５，３５９，４５３ １．１ ８８，２７０ △０．６ ３，９９２，０９４ ０．９
１９年度 １２７，３４２ １．５ ５，５０２，１３７ ２．７ ８８，９６６ ０．８ ４，０４８，８９４ １．４

１９年４～６月 １２６，２５８ １．９ ５，３８５，４８４ ２．０ ８６，６７２ ０．０ ３，９６１，５１６ ０．８
７～９月 １２５，８９６ １．７ ５，３７０，４８８ ２．２ ８７，４４６ △１．１ ３，９９１，６３９ ０．７
１０～１２月 １２７，８４５ １．９ ５，４２５，０７６ ３．０ ８８，３８３ △０．３ ４，０４４，０５２ １．０

２０年１～３月 １２７，３４２ １．５ ５，５０２，１３７ ２．７ ８８，９６６ ０．８ ４，０４８，８９４ １．４
４～６月 １２９，４７２ ２．５ ５，５４２，８２５ ２．９ ８７，４０８ ０．８ ４，０４３，５８４ ２．１

１９年 ７月 １２５，６７４ １．８ ５，３７８，９１８ ２．８ ８６，８０８ △１．０ ３，９５２，０４５ ０．３
８月 １２５，３６９ １．８ ５，３５３，１３３ ２．３ ８６，７８７ △１．２ ３，９６３，２７６ ０．８
９月 １２５，８９６ １．７ ５，３７０，４８８ ２．２ ８７，４４６ △１．１ ３，９９１，６３９ ０．７
１０月 １２５，１３６ １．８ ５，３５５，３２６ ２．７ ８８，１１１ ０．７ ３，９５５，５３９ ０．７
１１月 １２５，８４１ １．８ ５，４２８，６８７ ３．０ ８７，３４１ △０．７ ３，９６８，２６８ ０．４
１２月 １２７，８４５ １．９ ５，４２５，０７６ ３．０ ８８，３８３ △０．３ ４，０４４，０５２ １．０

２０年 １月 １２５，５００ １．８ ５，４２０，９４７ ３．０ ８７，３７５ △０．４ ４，００８，５７８ １．０
２月 １２５，６１６ １．７ ５，４３６，３１５ ３．０ ８７，４２４ △０．４ ４，０１４，３９３ １．４
３月 １２７，３４２ １．５ ５，５０２，１３７ ２．７ ８８，９６６ ０．８ ４，０４８，８９４ １．４
４月 １２９，００３ １．６ ５，５０９，７２９ ２．２ ９０，２４４ １．３ ４，０１４，５６２ １．３
５月 １２８，２５５ ２．５ ５，４９９，１５１ １．６ ８９，１６０ １．８ ４，０２５，３３５ ２．１
６月 １２９，４７２ ２．５ ５，５４２，８２５ ２．９ ８７，４０８ ０．８ ４，０４３，５８４ ２．１
７月 １２８，３５８ ２．１ ５，４８７，７４９ ２．０ ８７，７９３ １．１ ４，０３８，６８５ ２．２

資料 日本銀行

主要経済指標（４）

― １９ ―
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●道内経済の動き�

●平成20年度北海道経済の見通し�

●拡大するサービサーの業務�
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